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監 査 公 表

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

西条地区工業用水道管理事務所 平成１７年６月１日

今治地区工業用水道管理事務所 〃

今 治 病 院 〃

銅 山 川 発 電 所 〃

三 島 病 院 〃

新 居 浜 病 院 〃

北 宇 和 病 院 平成１７年６月２日

南 宇 和 病 院 〃

松 山 発 電 工 水 管 理 事 務 所 平成１７年６月７日

中 央 病 院 〃

公 営 企 業 管 理 局

総 務 課 平成１７年６月９日

発 電 工 水 課 〃

県 立 病 院 課 〃

（監査の結果）

平成１６年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を

実施したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた

。

１ 工業用水道事業

� 西条地区工業用水道事業における工業用水料金未収金（納期

到来分）については、早期回収になお一層の努力が望まれる。

� 西条地区工業用水道事業における営業外未収金については、

早期回収に努力が望まれる。

� おおむね安定した経営がなされているが、今治地区工業用水

道事業については、タオル業界の不振により給水率が４１．１６パ

ーセントと低水準である。このような厳しい状況を踏まえ、未

利用水の有効活用の観点から工業用水の上水への転用に向けた

今治市及び関係機関との協議の進展が期待される。

また、一部給水を行っている西条地区工業用水道事業につい

ては、平成１６年度末の給水量が計画給水量の２１．８４パーセント

にとどまっており、将来、建設仮勘定に整理されている未稼動

資産を本勘定に振り替えることにより、費用が大幅に増加し、

厳しい経営状況となることが予想されることから工業用水の需

要の確保に一層の努力が望まれる。

２ 土地造成事業

未処分地のうち、中小企業向け工業団地については、県内外の

企業３社に売却又は賃貸されているが、今後も引き続き、未処分

地について早期の売却等が望まれる。

３ 病院事業

� 個人医業未収金（納期到来分）については、早期回収になお

一層の努力が望まれる。

（平成１７年３月３１日現在）

区 分
過年度未収金
� 円

現年度未収金
� 円

未収金合計
�＋�円

中 央 病 院 １０３，８５０，５６９ ５７，９６３，６７１ １６１，８１４，２４０

今 治 病 院 ３６，０４６，８７９ １７，７７９，５０３ ５３，８２６，３８２

三 島 病 院 １９，９００，８１０ ２，８８７，７７０ ２２，７８８，５８０

南宇和病院 １９，８５０，５６５ ７，２４８，７７７ ２７，０９９，３４２

北宇和病院 ２，２０８，１９０ ４，２１８，７５０ ６，４２６，９４０

新居浜病院 １７，５００，４９６ ２４，２０４，９４３ ４１，７０５，４３９

計 １９９，３５７，５０９ １１４，３０３，４１４ ３１３，６６０，９２３

� 医業外未収金（納期到来分）については、早期回収になお一

層の努力が望まれる。

（平成１７年３月３１日現在）

区 分
過年度未収金
� 円

現年度未収金
� 円

未収金合計
�＋�円

中 央 病 院 ６３３，５２２ ６７６，０６０ １，３０９，５８２

北宇和病院 ９０１，０５３ １，７２０ ９０２，７７３

計 １，５３４，５７５ ６７７，７８０ ２，２１２，３５５

� 経営成績については、平成１６年度の総収益は３７５億１３９万円

で、前年度に比べて４，９８０万円の増加となっているが、総費用

も３７４億５，６１２万円と、前年度に比べて１億４，２８８万円の増加

となっており、結果として４，５２７万円の当期純利益を計上する

に至っている。

「単年度収支の均衡」は、「第２次財政健全化計画」におい

ても重要な経営目標の１つとされており、事業全体としては、

前年度に引き続き、黒字計上を達成しているものの、前年度実

績に比べると９，３０７万円の減少となっており、また計画の１６年

度目標値（１億１，２９１万円）を達成するには至らなかった。

なお、病院別に経営成績をみると、前年度実績を上回る黒字

を計上した病院と、赤字への転落ないしは赤字幅の拡大を招い

た病院とに明暗が分かれる結果となっている。

経営改善については、当期純利益の計上に伴い、累積欠損金

の縮減も図られているが、依然として多額の累積欠損金（当年

度末残高２１６億４，４５６万円）が計上され、企業債を含む膨大な

借入金が残されているなど、厳しい財政状態が続いており、今

後とも「第２次財政健全化計画」に基づき、一層の経営改善努
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力が求められるところである。

黒字の確保ないしは、赤字幅の縮小を図るための方策として

は、

○新たな顧客の獲得あるいは新たな需要の喚起等によって、

収益そのものの増加を図ること

○収益に対応して増減する変動費（薬品費・診療材料費等）

の収益に対する比率について引き下げを図ること

○収益の増減に関わりなく発生する固定費（人件費・諸経費

等）について、縮減を図ること

の３つに大別することができるが、各病院においては、職員の

経営状況に対する理解や経営への主体的な参画意識を一層深め

ながら、それぞれの持つ強み・弱み、地域の医療需要、他の医

療機関との競合状況等を総合的に勘案した上で、適切な方策を

選択していくことが望まれる。
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